
療
養
通
院
費
の
助
成

　

指
定
難
病
の
治
療
や
人
工
透
析
治
療

を
受
け
る
た
め
、
医
療
機
関
へ
通
院
し

た
際
の
交
通
費
の
一
部
と
し
て
月
額

２
５
０
０
円
を
助
成
し
ま
す
。

　

入
院
な
ど
に
よ
り
通
院
し
た
日
が
な

い
月
は
、
助
成
対
象
期
間
か
ら
除
き
ま

す
。

　

す
で
に
決
定
を
受
け
て
い
る
人
に

は
、
９
月
末
ご
ろ
に
現
況
届
を
送
付
し

ま
す
。
10
月
15
日
㈪
ま
で
に
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

　

対
象　

市
内
に
１
年
以
上
住
所
が
あ

り
、
前
年
分
の
所
得
税
が
非
課
税
の
世

帯
の
人
で
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
人

　

▼
特
定
医
療
費
（
指
定
難
病
）
受
給

者
証
の
交
付
を
受
け
、
そ
の
治
療
の
た

め
医
療
機
関
に
通
院
し
て
い
る
人

　

▼
じ
ん
臓
機
能
障
害
に
よ
る
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
、
人
工
透
析

治
療
の
た
め
医
療
機
関
に
通
院
し
て
い

る
人

　

手
続
に
必
要
な
も
の　

▼
特
定
医
療

費
（
指
定
難
病
）
受
給
者
証
か
、
身
体

障
害
者
手
帳　

▼
印
鑑　

▼
本
人
名
義

の
預
金
口
座

　

問
い
合
わ
せ　

福
祉
課
障
が
い
福
祉

係
（
☎
92
８
２
６
９
）

国

民

健

康

保

険

被
保
険
者
証
の
更
新

　

現
在
交
付
し
て
い
る
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
の
有
効
期
限
は
、
９
月
30

日
㈰
で
す
。
該
当
者
に
は
新
し
い
被
保

険
者
証
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
届
い
た

ら
必
ず
住
所
、
氏
名
な
ど
を
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。
９
月
26
日
㈬
に
な
っ
て
も

被
保
険
者
証
が
届
か
な
い
場
合
は
、
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

事
前
に
申
し
出
を

し
た
世
帯
に
は
、
健

康
医
療
課
か
各
出
張

所
の
窓
口
で
交
付
し

ま
す
。
窓
口
で
の
交

付
を
希
望
す
る
場
合
は
、
９
月
７
日
㈮

ま
で
に
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ほ
か
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
な
ど

で
変
更
が
あ
る
場
合
に
は
、
届
け
出
が

必
要
で
す
。
届
け
出
が
遅
れ
る
と
、
総

社
市
国
民
健
康
保
険
が
負
担
し
た
医
療

給
付
費
分
を
、
い
っ
た
ん
返
還
し
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
そ
の
際
は
総
社
市
国
民
健
康

保
険
の
被
保
険
者
証
は
使
わ
ず
、
速
や

か
に
脱
退
の
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ

い
。

　

問
い
合
わ
せ　

健
康
医
療
課
保
険
年

金
係
（
☎
92
８
２
５
７
）

配
・
給
水
管
の
漏
水
調
査

　

期
間　

９
月
か
ら
平
成
31
年
３
月
ま

で
　

調
査
地
区　

▼
清
音
水
源
系
（
清
音

柿
木
・
清
音
軽
部
・
清
音
三
因
・
清
音

上
中
島
）▼
山
手
水
源
系（
岡
谷
・
西
郡
・

西
坂
台
・
地
頭
片
山
・
宿
）

　

調
査
内
容　

昼
・
夜
間
の
道
路
上
、

配
水
管
漏
水
調
査
。
配
水
管
か
ら
メ
ー

タ
ー
器
ま
で
の
給
水
管
漏
水
調
査
。
漏

水
調
査
に
伴
う
断
水
は
あ
り
ま
せ
ん

　

そ
の
他　

上
水
道
課
が
委
託
し
た
専

門
業
者
が
行
い
ま
す
。
民
地
部
分
へ
立

ち
入
っ
て
の
調
査
も
伴
い
ま
す
の
で
、

不
審
に
思
っ
た
と
き
は
、｢

身
分
証
明

書｣

の
提
示
を
求
め
る
か
、
上
水
道
課

ま
で
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。
調
査
の

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん

　

問
い
合
わ
せ　

上
水
道
課
工
務
係

（
☎
92
８
３
２
８
）

台
所
改
良
ま
す
の
清
掃

　

９
月
10
日
は
「
下
水
道
の
日
」
で
す
。

台
所
か
ら
の
排
水
を

受
け
る
「
台
所
改
良

ま
す
」
を
清
掃
す
る

こ
と
で
、
排
水
管
の

詰
ま
り
や
臭
い
を
防

ぐ
こ
と
が
で
き
ま
す
。

定
期
的
に
た
ま
っ
た
油
や
ご
み
な
ど
を

取
り
除
き
、
水
分
を
除
い
て
か
ら
燃
や

せ
る
ご
み
と
し
て
廃
棄
し
て
く
だ
さ

い
。
排
水
設
備
の
清
掃
は
、
各
自
の
判

断
で
業
者
な
ど
に
依
頼
し
て
く
だ
さ

い
。

　

問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課
下
水
道
係

（
☎
92
８
３
２
２
）

下

水

道

に

異
物
を
流
さ
な
い
で

　

下
水
道
に
、
紙
お
む
つ
や
下
着
な
ど

の
異
物
が
流
れ
込
む
こ
と
が
よ
く
あ
り

ま
す
。
こ
れ
ら
の
異
物
が
下
水
道
の
マ

ン
ホ
ー
ル
ポ
ン
プ
に
か
み
込
む
こ
と
に

よ
り
、
ポ
ン
プ
の
故
障
が
多
発
し
て
い

ま
す
。

　

故
障
す
る
と
、
ト

イ
レ
や
風
呂
が
使
え

な
く
な
る
な
ど
の
恐

れ
が
あ
り
ま
す
の
で
、

次
の
点
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。

　

▼
水
洗
便
所
で
は
、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ

ー
パ
ー
以
外
の
紙
や
紙
お
む
つ
、
下
着

な
ど
の
異
物
を
流
さ
な
い

　

▼
マ
ン
ホ
ー
ル
に
は
、
土
砂
や
廃
油
、

木
片
な
ど
の
廃
棄
物
を
捨
て
な
い

　

▼
台
所
の
排
水
口
に
は
、
野
菜
く
ず

や
て
ん
ぷ
ら
油
な
ど
を
流
さ
な
い

　

問
い
合
わ
せ　

下
水
道
課
下
水
道
係

（
☎
92
８
３
２
２
）

く
ら
し

巡回ふれあい講演会
　場所　長良文化センター
　内容　「長良あれこれ３－地域の教育・文化などなど－」と題
して、前総社市図書館長の加藤信二さんが講演
　問い合わせ　長良文化センター（☎� 5653）

明誠学院高等学校吹奏楽部グッドウィルコンサート in 総社
　場所　市民会館
　内容　明誠学院高等学校と SKYM ジュニア・ウインド・アン
サンブル、総社東中学校などの合同演奏会。入場料は ､ 小学生
以上 800 円
　問い合わせ　明誠学院高等学校吹奏楽部（☎ 086－252－
5247）

総社市民大学講座
　場所　市民会館
　内容　「私の仕事から」と題して、小説家の林真理子さんが講
演。チケットは一般 2500 円、文化協会会員 2000 円（同講座
3 回通し券）
　問い合わせ　市文化協会（☎� 3491、総合文化センター内 )

備中総社宮門前町  宮筋ものがたり～第三章～
　場所　総社宮、総社商店街筋
　内容　23 日㈷、午後 4 時まで。総社宮を起点とし、お茶席
やステージ発表、出店など
　問い合わせ　宮筋ものがたり実行委員会（☎ 080－6267－
2136）

大阪交響楽団と若き俊英ピアニスト牛田智大による名曲コンサート
　場所　市民会館
　内容　大阪交響楽団とピアニスト牛田
智大の夢の共演。「新世界より」、リスト

「ピアノ協奏曲第１番」などを演奏。入
場 料 は、 一 般 3000 円、 高 校 生 以 下
1500 円、当日は 500 円アップ。宝くじ
の助成による特別料金
　問い合わせ　市文化振興財団（☎� 3491、総合文化センタ
ー内）

法律ミニ講座
　場所　総合福祉センター
　内容　「離婚問題～財産分与や慰謝料の基礎知識～」と題し
て、市権利擁護センター “しえん” の弁護士、小田弘昭さんが
講演
　問い合わせ　市権利擁護センター “しえん”（☎� 8374、市
社会福祉協議会内）

岡山県高等学校総合文化祭演劇部門備中地区大会
　場所　市民会館
　内容　30 日㈰、午前 9 時 30 分から午後 3 時 10 分まで。高
校生による演劇発表
　問い合わせ　岡山県高等学校演劇協議会（☎ 0866－22－
3047、高梁高校）

総社市役所
〒719－1192
総社市中央一丁目 1番 1号
☎0866－92－8200

■今月の
　「そうじゃ家族の日」

　9月 16 日㈰

　毎月第 3 日曜日は「そ
うじゃ家族の日」です。
子どもを囲んで家族の絆
を深めましょう。

９月のイベント

	21	●金
18:00 ～　
　　19:30

	22	●土
10:00 ～　
　　20:30	

	16	●日
14:00 ～　
　　17:00

		23	●祝
14:00 ～　
　　16:00

	27	●木
14:00 ～　
　　15:30

	11	●火
14:00 ～　
　　15:30

		29	●土
11:00 ～　
　　16:40

　運転する人はスピ
ー ド の 出 し 過 ぎ や、
道路を横断する歩行
者 に 注 意 し ま し ょ
う！

　問い合わせ　交通
政策課　（☎� 8249）

秋の交通安全県民運動

スローガン

「交通ルール　守るあな
たに　ありがとう」

９/21 ㈮
 　▶▶ ９/30 ㈰

広報そうじゃ 2018.9　1011　広報そうじゃ 2018.9


